
は し が き

“組織は人なり”といわれます。どんなに立派な組織がつくられ，大量

の資金や機材が用意されていても，これらを十分に使いこなせるかどうか

は，そこに働く“人”次第であるといえます。

地方公務員法は，地方自治法とともに，地方公共団体の行政の民主的か

つ能率的な運営を保障するための，自治体職員に関する基本的制度を定め

た法律です。

本書は，地方公務員法及び関係法令の解釈と運用について，基本的ある

いは重要な事項を解説したものであり，地方自治運営の重責を担う職員の

制度的側面を明らかにしたものであります。

ところで，昭和 55 年に本書を刊行した後，時代の要請を受け，制度の

根幹に係る法改正などがありました。第一次改訂版におきましては，①定

年制の導入（昭和 60 年３月 31 日施行），②いわゆる男女雇用機会均等法

の制定に伴う母性保護規定の拡充及び母性保護を除く女子保護規定の緩和

を内容とする労働基準法の改正（昭和 61 年４月１日施行），③公的年金一

元化を目指す地方公務員等共済組合法の改正（昭和 61 年４月１日施行），

④１週間の法定労働時間を 40 時間とすることに向けての段階的な短縮，

変形労働時間制等の導入を内容とする労働基準法の改正（昭和 63 年４月

１日施行）であり，それらの改正内容を取り入れました。

今回の改訂におきましては，①労働時間短縮の第二段階として，１週間

の法定労働時間をそれまでの 46 時間から 44 時間へとする改正（平成４年

４月１日施行），②全職員を対象とする育児休業制度の実施（平成４年４

月１日施行），③完全週休２日制の実施（早い地方公共団体で平成４年７

月１日施行）について述べるとともに，一部加筆修正を行い，アップ・ツ

ウ・デートを期しています。

地方公務員法については，今枝信雄氏の「逐条」や鹿児島重治氏の「逐

条」など多くの名著が刊行されており，本書の執筆に当たっては，貴重な

教えをいただきました。

最後に，怠けがちな私たちを終始励ましてくださった学陽書房編集部の

皆さんに心からお礼申し上げます。

平成４年７月

執筆者代表 米川謹一郎
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職員団体 【凡例】 法令名等の略語は，次のとおりである。

育休法：地方公務員の育児休業等に関する法律

教特法：教育公務員特例法

憲法：日本国憲法

公選法：公職選挙法

国公法：国家公務員法

自治法：地方自治法

自治令：地方自治法施行令

地教行法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律

地教行令：地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

地共法：地方公務員等共済組合法

地公法：地方公務員法

地公災法：地方公務員災害補償法

地公企法：地方公営企業法

地公労法：地方公営企業等の労働関係に関する法律

地方独法：地方独立行政法人法

法：地方公務員法

労基法：労働基準法

労基則：労働基準法施行規則

労組法：労働組合法

労調法：労働関係調整法

最判：最高裁判所判決

行実：行政実例

例 法 22 の３①：地方公務員法第 22 条の３第１項を示す。

〈改正附則４〉：令和３年改正（令和５年４月１日施行）後の附則第４

条を示す。



１ 地方公務員制度の歴史

1 前 史

我が国の公務員制度は，太平洋戦争の敗戦と日本国憲法の制定（昭

22.5. 3 施行）により画期的な変革を遂げた。それまでは「天皇の官吏」で

あり，国家への忠誠と無定量の奉仕とが最大の任務とされていた。

近代国家として，政治行政機構の基本を定めた大日本帝国憲法（明 22）

は，10 条で「天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任

免ス」と，また，19 条で「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ

均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と規定した。

官吏の服務については，明治 20 年制定の官吏服務紀律１条が，「凡ソ官

吏ハ天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令ニ従ヒ各

其職務ヲ尽スヘシ」と定めていた。

また，現在と異なり，「地方公務員」という概念はなく，都道府県の主

な職員は官吏であった。地方団体固有の職員としては，都道府県，市及び

町村の吏員が存在し，官吏に準じた制度が設けられていた。地方団体職員

の多数を占める雇傭人，嘱託等は私法上の雇傭契約により勤務するにすぎ

なかった。

2 日本国憲法と地方自治法の制定

昭和 20 年８月 15 日を境に，我が国の政治行政制度は一変したが，特に

地方公務員制度にとっては，日本国憲法と地方自治法（昭 22.5. 3 施行）の

制定が，制度確立の根拠となったのである。

国民主権主義，全体の奉仕者である公務員，地方自治の本旨に基づく地

方公共団体の組織及び運営，そして，地方公共団体の長及びその議会の議

員の直接選挙制が憲法に定められた。これを受けた地方自治法は，選任又

は就任に当たって特別の手続を必要とする職員（議員，長，副知事及び副

市町村長等）及びそれ以外の職員について規定することにより，我が国初

の包括的な地方公務員の法制が確立したといえる。

しかし，この段階は，地方自治の組織法の性格を持つにすぎず，身分法

地方公務員制度の基本理念と仕組み

を中心とした統一的基本法の制定が必要とされていた。

3 地方公務員法の制定

昭和 21 年９月，地方長官（都長官，県知事等）の天皇任命制から公選

制への改革と同時期，政府は地方制度調査会を設け，地方団体の吏僚制度

についての諮問を行った。また，同年 11 月には対日合衆国人事行政顧問

団（フーバー・ミッション）が来日し，国家公務員制度についての調査検

討が行われていた。

国家公務員法が昭和 22 年に制定され，旧警察法（昭 22）及び消防組織

法（昭 22）の制定により，警察職員及び消防職員が地方公務員になった。

教育職員については，教育委員会法（昭 23）及び教育公務員特例法（昭 24）

で定められた。

このように，日本国憲法を基本に，地方公務員に関する関係法令が順次

整備される中で，昭和 25 年 12 月 13 日「地方公務員法」が制定され，地

方公共団体に勤務するすべての職員の統一的基本法が誕生したのである。

これによって，地方自治の根幹をなす法制度が，確立したのである。

その後，社会経済情勢の進展とともに，特別法の制定あるいは基本法の

一部改正が行われ今日に至っているが，その主なものは次のとおりであ

る。

昭和 27 年，地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法

律が制定され，地方公営企業の職員についての制度が確立し，単純労務職

員の暫定的扱いが定められた。

昭和 29 年，警察法の制定により，警察職員の制度が改められた。

昭和 31 年，地方教育行政の組織及び運営に関する法律が制定され，教

育委員会制度が改められた。

昭和 60 年，地方公務員法の一部改正により，定年制が施行された。

平成 15 年，地方独立行政法人法が制定された。


